
JASSO貸与奨学金
大学院修士段階における

「授業後払い制度」の利用について
●制度の趣旨

「授業料後払い制度」（以下、「本制度」という。）とは、大学院修士課程（博
士前期相当の課程を含む）の授業料について、在学中の授業料を国が立て替え、
返還は卒業後の所得に応じた「後払い」とする仕組みのことです。この仕組みに
より、当面の経済的負担によって進学意欲が失われないようにするものです。

●対象となる方（以下の条件をすべて満たす者）

甲南大学では以下のとおり取り扱いを定めています。

・2026年度春の入学希望者

・日本学生支援機構の、大学院修士段階を対象とした第一種奨学金（以下、「第一種奨学
金」という。）と同様の家計基準、学業成績基準、人物基準及び国籍等の要件を満たす者

・「2026年度入学予定者用 日本学生支援機構貸与奨学金予約採用」の申込において
「後払い制度」を選択し、手続きが完了した者※

※2026年度入学者用予約採用の通常申込期間は12月5日までですが、後払い制度の利用を希望する者に限り、12月19日まで申込期日を
延長します。後払い制度の利用を希望される方は、速やかに学生生活支援センター（078-435-2701）に申し出てください。

授業料後払い制度の交付の仕組み

授業料後払い
制度

授業料支援金
(授業料相当額＋その
他保証料相当額)

生活費奨学金
(0円・2万円・4万円
の中から選択)

保証料相当額※

授業料相当額
(支援対象授業料)

保証料相当額

毎月振り込む
奨学金

JASSOが学校に振込み、授業料に直接
充当

奨学生本人に振込み

保証機関に納付(貸与額に含まれる)

●後払い制度申請期限：1月19日（月）17時00分（必着）
提出先：学生生活支援センター

授業料後払い制度について
（JASSO HP）

授業料後払い制度について
（甲南大学 HP）

詳細はこちら
からご確認
ください

甲南大学学生生活支援センター
2025年11月

※後払い制度での貸与を受けるには「機関保証制度」の選択が必要となります。授業料支援金に係る保証料は、貸与額から保証料（差し引いた額が学校の
指定する支援対象授業料の額となるように逆算）を差し引いた額が振り込まれますが、貸与額（=要返還額）には保証料を含みます。「生活費奨学金」に
係る保証料は、貸与額から保証料を差し引いた額が振り込まれますが、貸与額（=要返還額）には保証料を含みます。

後払い制度を利用したい方は、
JASSO貸与奨学金予約採用の
申込が必要です！
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